
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八

十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

佐
藤

勉

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

第
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
の
徴
収
の
方
法
」
を
「
等
の
要
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め



、
「
報
告
」
の
下
に
「
又
は
資
料
の
提
出
」
を
加
え
、
「
別
記
様
式
第
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
七
号
」
に
、
「
書
面
」
を

「
報
告
等
要
求
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
等
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

報
告
す
る
場
合

事

項

一

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

一

法
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合

二

届
出
受
理
年
月
日

三

届
出
受
理
番
号

四

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日



二

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に

一

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
届
出
受
理
番
号

三

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
廃
止
年
月

日
及
び
廃
止
の
事
由

四

届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月

日
、
変
更
事
項
及
び
変
更
の
事
由

三

法
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第

一

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

一
項
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
届
出
受
理
番
号

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
場
合

三

処
分
年
月
日

四

処
分
番
号

五

処
分
の
事
由

六

処
分
の
種
別
及
び
内
容



２

法
第
十
七
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
届
出
受
理
番
号

三

当
該
違
反
行
為
を
し
、
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
者
に
関
す
る
事
項

四

当
該
違
反
行
為
を
し
、
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
年
月
日

五

当
該
違
反
行
為
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
行
為
の
内
容

（
登
録
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
登
録
（
以
下
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八

号
の
登
録
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
第
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書



ロ

役
員
に
係
る
第
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

三

法
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

四

法
第
十
八
条
第
四
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
専
任
の
管
理
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

五

法
第
十
八
条
第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

誘
引
情
報
提
供
業
務
の
適
正
な
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
方
法
書

ロ

誘
引
情
報
提
供
業
務
に
関
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書

ハ

誘
引
情
報
提
供
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
漏
え
い
の
防
止
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書

ニ

そ
の
他
誘
引
情
報
提
供
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書

六

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す

る
書
面

七

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
に
係
る
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）



第
十
三
条

法
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
登
録
事
項
変
更
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
誘
引
情
報
提
供
業
務
の
実
施
基
準
）

第
十
四
条

法
第
二
十
一
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

誘
引
情
報
提
供
業
務
に
用
い
る
通
信
端
末
機
器
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
、
当
該
支
障

を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

法
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
常
時
誘
引
情
報
提
供
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

。
三

誘
引
情
報
提
供
業
務
が
専
任
の
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
下
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

四

第
十
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
従
っ
て
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

五

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
禁
止
誘
引
行
為
に
係
る
異
性
交
際
に
関
す
る
情
報
を
当
該

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
時
並
び
に
当
該
禁
止
誘
引
行
為
に
係
る
異

性
交
際
に
関
す
る
情
報
の
内
容
及
び
そ
の
送
信
元
識
別
符
号
の
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
一
年
間
保
存
す



る
こ
と
。

六

誘
引
情
報
提
供
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を
、
正
当
な
理
由
な
く
、
誘
引
情
報
提
供
業
務
の
用
に
供
す
る
目
的

以
外
に
利
用
し
な
い
こ
と
。

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
誘
引
情
報
提
供
業
務
休
廃
止
届
出
書
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
改
善
命
令
の
方
法
）

第
十
六
条

法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
改
善
命
令
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
取
消
し
の
通
知
）

第
十
七
条

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
登
録
取
消

通
知
書
に
よ
り
当
該
登
録
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
等
の
要
求
）

第
十
八
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
報
告
等
要
求
書
に
よ
り
求
め



る
も
の
と
す
る
。

（
誘
引
情
報
提
供
業
務
の
実
施
に
係
る
報
告
）

第
十
九
条

登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
は
、
三
月
ご
と
に
、
そ
の
期
間
内
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
提
供
し

た
禁
止
誘
引
行
為
に
係
る
異
性
交
際
に
関
す
る
情
報
の
件
数
そ
の
他
の
誘
引
情
報
提
供
業
務
の
実
施
状
況
を
、
遅
滞
な
く

、
国
家
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
八
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条

を
加
え
る
。

（
指
示
の
方
法
）

第
七
条

法
第
十
三
条
及
び
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
示
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
指
示
書
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

（
停
止
命
令
等
の
方
法
）

第
八
条

法
第
十
四
条
及
び
法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
命
令
書
に
よ
り
行
う



も
の
と
す
る
。

（
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
）

第
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
八
条
本
文
」
を
「
第
十
一
条
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
年
齢
又
は
」
を
「
年

齢
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受

け
復
権
を
得
な
い
者
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
十
条
の
」
を
「
第
十
三
条
、
法
第
十
四
条
又
は
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
」
に
、
「
命
令
」
を
「
処
分
」
に
改
め
、
「
（
理
事
、
監
事
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対

し
理
事
、
監
事
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
二
条
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
八
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と

す
る
。



第
一
条
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
」
を
「
法
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
表
題
部
に
」
の
下
に
「
、
児
童
が
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
は
な
ら
な

い
旨
の
文
言
が
表
示
さ
れ
、
又
は
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
開
始
の
届
出
）

第
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
事
業
開
始
届
出
書
（
次
項
に
お
い
て
「
開
始

届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
開
始
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
事
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
居
。
以
下
「
事
務
所
」
と
い
う
。
）

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
前

日
ま
で
に
、
一
通
の
開
始
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。



一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
）

ロ

法
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ハ

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
）
及
び
民
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ
れ

る
者
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（

特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書

ニ

児
童
で
な
い
未
成
年
者
（
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法

定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
イ
ン
タ
ー



ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
の
相
続
人
で
あ
る
児
童
で
な
い
未
成
年
者
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
営
む
こ

と
に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
そ
の
法
定
代
理
人
に
係
る
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
）

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

役
員
に
係
る
前
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ

役
員
に
係
る
法
第
八
条
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

三

異
性
交
際
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
こ
れ

に
伝
達
す
る
た
め
の
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
元
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
以
下
「

送
信
元
識
別
符
号
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
権
限
の
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料

四

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
が
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す



る
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
委
託
を
受
け
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

第
一
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

(1)

第
五
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

(2)

第
五
条
第
三
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
医
師
の
診
断
書

(3)
ロ

当
該
委
託
を
受
け
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

(1)

第
五
条
第
三
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
者
に
係
る
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

(2)

(1)

(3)

４

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
連
絡
先
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
の
電
話
番
号

二

事
務
所
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

５

法
第
七
条
第
一
項
第
六
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
の
実
施
の
方
法



二

前
号
に
規
定
す
る
方
法
が
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
で
あ
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
業
務
の
委

託
を
受
け
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ロ

法
人
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
第
三
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

ハ

第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
の
方
法

三

第
三
項
第
三
号
の
送
信
元
識
別
符
号

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
二
条

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
廃
止
し
た
場
合

別
記
様
式
第
二
号
の
事
業
廃
止
届
出
書
（
以
下
「
廃
止
届
出

書
」
と
い
う
。
）

二

法
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
届
出
事
項
」
と
い
う
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

別
記
様
式
第

三
号
の
届
出
事
項
変
更
届
出
書
（
以
下
「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。
）



２

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
廃
止
届
出
書
又
は
変
更
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
務
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
廃
止
又
は
届
出
事
項
の
変
更
の
日
か
ら
十

四
日
（
当
該
届
出
に
前
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
日

）
以
内
に
、
一
通
の
廃
止
届
出
書
又
は
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
七
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
に
あ
っ
て

は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
事
項
に
係
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
を
削
り
、
附
則
の
次
に
次
の
十
三
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第１号（第１条関係）

その１ ※受理年月日 年 月 日 ※受理番号

※受理警察署 （ 署）

事 業 開 始 届 出 書

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律第７条第１項の規定により届出をします。

年 月 日

公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

印

（ふりがな）

氏名又は名称

住 所

１
（ふりがな）

広告又は宣伝を
２

する場合に使用

す る 呼 称
３

事務所の所在地

事務所の電話番号

事務所の電子

メールアドレス

児童でないことの

確 認 の 方 法

送信元識別符号

事業を開始しようとする年月日 年 月 日



その２（インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人の場合のみ記載）

（ふりがな）
代

氏 名
表

住 所
者

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員

（ふりがな）
役

氏 名

住 所
員



その３（児童でないことの確認において、識別符号付与業務を他の者に委託して

いる場合のみ、当該委託を受ける者について記載）

（ふりがな）

氏名又は名称

住 所

（ふりがな）
代

氏 名
表

者 住 所

（ふりがな）
役

氏 名
員

等 住 所

（ふりがな）
役

氏 名
員

等 住 所

（ふりがな）
役

氏 名
員

等 住 所

（ふりがな）
役

氏 名
員

等 住 所

業務の実施の

方 法

記載要領
１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
３ 「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」欄には、当該事業につき広告又は宣伝をす
る場合に当該事業を示すものとして使用する呼称（当該呼称が２以上ある場合にあっては、
それら全部の呼称）を記載すること。

４ 「事務所の所在地」欄には、事業の本拠となる事務所の所在地を記載すること。
５ 「児童でないことの確認の方法」欄には、国家公安委員会規則第５条に規定する方法の
うちいずれかを記載すること。

６ 「送信元識別符号」欄には、電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その
他の符号を記載すること。

７ 識別符号付与業務の委託を受ける者が法人の場合の「役員等」欄には、役員又は識別符
号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者を記載すること。

８ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
９ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

識
別
符
号
付
与
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
が

法
人
の
場
合



別記様式第２号（第２条関係）

※受理年月日 年 月 日 ※受理番号

※受理警察署 （ 署）

事 業 廃 止 届 出 書

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律第７条第２項の規定により届出をします。

年 月 日

公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

印

（ふりがな）

氏名又は名称

住 所

（ふりがな）

法人にあっては、

その代表者の氏名

１
（ふりがな）

広告又は宣伝を
２

する場合に使用

す る 呼 称
３

事務所の所在地

廃 止 年 月 日

廃 止 の 事 由

記載要領
１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
３ 「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」欄には、当該事業につき広告又は宣伝をす
る場合に当該事業を示すものとして使用する呼称（当該呼称が２以上ある場合にあっては、
それら全部の呼称）を記載すること。

４ 「事務所の所在地」欄には、事業の本拠となる事務所の所在地を記載すること。
５ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第３号（第２条関係）

その１ ※受理年月日 年 月 日 ※受理番号

※受理警察署 （ 署）

届 出 事 項 変 更 届 出 書

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律第７条第２項の規定により届出をします。

年 月 日

公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

印

（ふりがな）

氏名又は名称

１
（ふりがな）

広告又は宣伝を
２

する場合に使用

す る 呼 称
３

事務所の所在地

変 更 年 月 日

変 更 の 事 由



その２

（氏名又は名称及び住所に変更があった場合）

（ふりがな）
氏 名
又 は 名 称

旧

住 所

（ふりがな）
氏 名
又 は 名 称

新

住 所

（広告又は宣伝を使用する場合に使用する呼称に変更があった場合）

（ふりがな）

旧 呼 称

（ふりがな）

新 呼 称

（事務所の所在地等に変更があった場合）

所 在 地

事
旧 電 話 番 号

務 電子メールアドレス

所 在 地
所

新 電 話 番 号

電子メールアドレス



その３

（法人の代表者又は役員の氏名等に変更があった場合）

（ふりがな）

氏 名
代 旧

住 所
表

（ふりがな）
者

氏 名
新

住 所

（ふりがな）

氏 名

住 所

（ふりがな）

役 氏 名
旧

住 所

（ふりがな）

氏 名

住 所

（ふりがな）

氏 名

住 所

（ふりがな）

員 氏 名
新

住 所

（ふりがな）

氏 名

住 所



その４

（児童でないことの確認の方法等に変更があった場合）

児童でないことの

確 認 方 法

氏 名
又は名称

住 所

代 氏 名
旧 表

者 住 所

役
氏 名

員
等

住 所

業 務 の

実施の方法

送信元識別符号

児童でないことの

確 認 方 法

氏 名
又は名称

住 所

代 氏 名
新 表

者 住 所

役
氏 名

員
等

住 所

業 務 の

実施の方法

送信元識別符号

記載要領
１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
３ 「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」欄には、当該事業につき広告又は宣伝をす
る場合に当該事業を示すものとして使用する呼称（当該呼称が２以上ある場合にあっては、
それら全部の呼称）を記載すること。

４ 「事務所の所在地」欄には、事業の本拠となる事務所の所在地を記載すること。
５ 識別符号付与業務の委託を受ける者が法人の場合の「役員等」欄には、役員又は識別符
号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者を記載すること。

６ 「送信元識別符号」欄には、電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その
他の符号を記載すること。

７ 広告又は宣伝をする場合に使用する呼称の追加又は廃止のみがあった場合及び役員等の
就任又は退任のみがあった場合には、それぞれ上記の「新」欄又は「旧」欄の一方に記載
すること。

８ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
９ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

識
別
符
号
付
与
業
務
を
他
の
者
に
委
託

し
て
い
る
場
合

識
別
符
号
付
与
業
務
を
他
の
者
に
委
託

し
て
い
る
場
合 委

託
を
受
け
る
者
が

法
人
の
場
合

委
託
を
受
け
る
者
が

法
人
の
場
合



別記様式第４号（第７条関係）

その１

第 号

指 示 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

指示を 住所又は居所

受ける

者 氏名又は名称

上記の者に対し、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律第13条又は第15条第２項第１号の規定により、下記のとお

り指示する。

記

指示の内容



その２

指示の理由

記載要領

１ 指示を受ける者が法人その他の団体である場合には、「氏名又は名称」欄にその代表

者の氏名を併せて記載すること。

２ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づき、処分

があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 公安委員会（

経由）に対し異議申立てをすることができます。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第５号（第８条関係）

その１

第 号

命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

命令を 住所又は居所

受ける

者 氏名又は名称

上記の者に対し、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律第14条又は第15条第２項第２号の規定により、下記のとお

停止
りインターネット異性紹介事業の を命令する。

廃止

記

命令の内容



その２

命令の理由

記載要領

１ 不要の文字は、横線で消すこと。

２ 命令を受ける者が法人その他の団体である場合には、「氏名又は名称」欄にその代表

者の氏名を併せて記載すること。

３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づき、処分

があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 公安委員会（

経由）に対し異議申立てをすることができます。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第６号（第９条関係）

処 分 移 送 通 知 書

年 月 日

公安委員会 殿

公安委員会 印

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す

る法律第15条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定によ

り下記の者について処分移送通知書を送付する。

（ふりがな）

氏名又は名称

住 所

（ふりがな）

法人にあっては、

その代表者の氏名

（ふりがな）

広告又は宣伝を

する場合に使用

する呼称

事務所の所在地

処 分 に 係 る

事 案 の 概 要

備 考

記載要領
１ 「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」欄には、当該事業につき広告又は宣伝をす
る場合に当該事業を示すものとして使用する呼称（当該呼称が２以上ある場合にあっては、
それら全部の呼称）を記載すること。

２ 「事務所の所在地」欄には、事業の本拠となる事務所の所在地を記載すること。
３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第７号（第10条関係）

その１

第 号

報 告 等 要 求 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

要求を 住所又は居所

受ける

者 氏名又は名称

上記の者に対して、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行

報告
為の規制等に関する法律第16条の規定により、下記のとおり を求め

資料の提出

書面により報告
るので、 されたい。

該当する資料を提出

記

要求の内容



その２

要求の理由

報告
の期限

資料提出

記載要領

１ 不要の文字は、横線で消すこと。

２ 要求を受ける者が法人その他の団体である場合には、「氏名又は名称」欄にその代表

者の氏名を併せて記載すること。

３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づき、処分

があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 公安委員会（

経由）に対し異議申立てをすることができます。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第８号（第12条関係）

※登録年月日 年 月 日 ※登録番号

登 録 申 請 書

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律第18条第１項の規定により登録の申請をします。

年 月 日

国家公安委員会 殿

申請者の氏名又は名称及び住所

印

（ふりがな）

氏名又は名称

住 所

（ふりがな）

法人にあっては、

その代表者の氏名

誘引情報提供業

務を行う事務所

の所在地

誘引情報提供業務を開始しようとする年月日 年 月 日

記載要領
１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第９号（第13条関係）

※受理年月日 年 月 日 ※受理番号

登 録 事 項 変 更 届 出 書

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律第18条第６項の規定により届出をします。

年 月 日

国家公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

印

（ふりがな）

氏名又は名称

誘引情報提供業

務を行う事務所

の 所 在 地

変 更 年 月 日

変 更 の 事 由

（氏名又は名称及び住所に変更があった場合）

（ふりがな）
氏 名
又 は 名 称

旧

住 所

（ふりがな）
氏 名
又 は 名 称

新

住 所



その２

（法人の代表者の氏名に変更があった場合）

（ふりがな）
旧
氏 名

（ふりがな）
新
氏 名

（誘引情報提供業務を行う事務所の所在地に変更があった場合）

旧所 在 地

新所 在 地

記載要領
１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

代

表

者

事

務

所



別記様式第10号（第15条関係）

※受理年月日 年 月 日 ※受理番号

誘 引 情 報 提 供 業 務 休 廃 止 届 出 書

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

休止
する法律第23条第１項の規定により誘引情報提供業務の の届出をします。

廃止

年 月 日

国家公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

印

（ふりがな）

氏名又は名称

住 所

（ふりがな）

法人にあっては、

その代表者の氏名

誘引情報提供業

務を行う事務所

の 所 在 地

休 止
年 月 日

廃 止

休 止 の 期 間

休 止
の 事 由

廃 止

記載要領
１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 不要の文字は、横線で消すこと。
３ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
４ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第11号（第16条関係）

その１

第 号

改 善 命 令 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

命令を 住所又は居所

受ける

者 氏名又は名称

上記の者に対し、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律第24条の規定により、下記のとおり命令する。

記

命令の内容



その２

命令の理由

記載要領

１ 命令を受ける者が法人その他の団体である場合には、「氏名又は名称」欄にその代表

者の氏名を併せて記載すること。

２ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づき、処分

があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に国家公安委員会（警察庁経由）に

対し異議申立てをすることができます。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第12号（第17条関係）

第 号

登 録 取 消 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

通知を 住所又は居所

受ける

者 氏名又は名称

上記の者に対し、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律第25条の規定により、登録誘引情報提供機関としての登録

を取り消したので、下記のとおり通知する。

記

取消しの理由

記載要領

１ 通知を受ける者が法人その他の団体である場合には、「氏名又は名称」欄にその代表

者の氏名を併せて記載すること。

２ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づき、処分

があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に国家公安委員会（警察庁経由）に

対し異議申立てをすることができます。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第13号（第18条関係）

その１

第 号

報 告 等 要 求 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

要求を 住所又は居所

受ける

者 氏名又は名称

上記の者に対して、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行

報告
為の規制等に関する法律第26条の規定により、下記のとおり を求め

資料の提出

書面により報告
るので、 されたい。

該当する資料を提出

記

要求の内容



その２

要求の理由

報告
の期限

資料提出

記載要領

１ 不要の文字は、横線で消すこと。

２ 要求を受ける者が法人その他の団体である場合には、「氏名又は名称」欄にその代表

者の氏名を併せて記載すること。

３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づき、処分

があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に国家公安委員会（警察庁経由）に

対し異議申立てをすることができます。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



第
二
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
第
四
号
中
「
第
五
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
第
五
条

(2)

第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
第
五
条
第
三
項

(3)

第
一
号
ニ
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
第
五
条
第
三
項
第
一
号
ヘ
」
を
「
第
五
条
第
二
項

(2)

第
一
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
第
五
条
第
三
項
第
一
号
ヘ
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
五
条
第
二
項
第
二
号
」
を

「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
十
一
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
そ
の
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
そ
の
他
の
当
該
異
性
交
際
希
望
者
の
年



齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
の
当
該
異
性
交
際
希
望
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
、
当
該
書
面
の
名
称
及
び
当
該
書

面
を
発
行
し
又
は
発
給
し
た
者
の
名
称
に
係
る
部
分
の
提
示
、
当
該
部
分
の
写
し
の
送
付
又
は
当
該
部
分
に
係
る
画
像

の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
送
信
を
受
け
る
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

二

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
児
童
が
通
常
利
用
で
き
な
い
方
法
に
よ

り
料
金
を
支
払
う
旨
の
同
意
を
受
け
る
こ
と
。

三

あ
ら
か
じ
め
、
前
二
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
児
童
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
異
性
交
際
希
望
者
に
識

別
符
号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
識
別
符
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
そ
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
情
報
提
供
役
務
の
提
供
を
受
け
な
い
異
性
交
際
希
望
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲



げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
。

一

異
性
交
際
希
望
者
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
そ
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
送
信
す
る
よ
う
求
め
、
当

該
年
齢
又
は
生
年
月
日
に
よ
り
当
該
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二

異
性
交
際
希
望
者
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
児
童
で
な
い
か
ど
う
か
を
問
い
合
わ
せ
、
そ
の
回
答
に

よ
り
当
該
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

４

前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
情
報
提
供
役
務
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

異
性
交
際
希
望
者
の
求
め
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
特
定
情
報
」
と
い
う
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
こ
れ
に
伝
達
す
る
役
務

イ

異
性
交
際
希
望
者
と
他
の
異
性
交
際
希
望
者
が
出
会
う
た
め
に
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
係
る
情
報

ロ

住
所
、
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
に
係
る
情
報

二

異
性
交
際
希
望
者
の
求
め
に
応
じ
、
他
の
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
の
特
定
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公

衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
当
該
求
め
に
係
る
異
性
交
際
希
望
者
に
伝
達
す
る
役
務

三

異
性
交
際
希
望
者
が
電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
電
気
通
信
を
利
用
し
て
他
の
異
性
交
際
希
望
者
に
特
定
情
報
を
伝
達
す



る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
役
務

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る

行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
の
当
該
事

業
に
対
す
る
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を

開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
通
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
通
」
と
す
る
。


